
　振替納税の確認が取れた方に対して、５月中旬

頃に口座振替済通知書兼納税証明書を送付しま

す。車検などに納税証明書が必要となる場合があり

ますので、大切に保管してください。なお、車検証対

象外の車種および前年度以前に未納がある場合は

証明書有効期限を「＊」で消しています。

【問】税務課　電話８２－３８０２

軽自動車税を口座振替でお支
払いされる方へ
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今月のほっとする言葉

あなたは絶対に

　　ひとりぼっちでは

　　　　　　　ありません
三笠書房
「こころが楽になるほっとする言葉」

より

２２日
（水）

混ぜればごみ 分ければ資源 資源を大切に

５月のごみ収集日のご案内
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収集日当日の午前８時３０分までに
指定の集積場へ出してください。

可燃ごみ（生ごみ）
収集日

ビン
ガラス

陶磁器類
電池

金属
家電
アルミ

粗大ごみ

有害ごみ
蛍光灯
鏡ほか

-

税・案内

軽自動車税（全期分）　　　　【問】税務課８２－３８０２

国民健康保険税（第１期分）【問】税務課８２－３８０２

上水道使用料（４月分）【問】上下水道課８３－９１０５

下水道使用料（４月分）【問】上下水道課８３－９１０５

ＣＡＴＶ利用料（インターネット含む・３月分）　 

       　　【問】京丹波町情報センター８８－５０００

今月の町税などの納期

５月７日（火）納期限　

 夜間窓口開設について

　　　　　　　　　　　　　　午後５時１５分～８時

　税などの納付が夜間でも行えるように、次のとおり

夜間窓口を開設しています。

税務課　   ４月２６日（金）、５月３１日（金）

瑞穂支所  ４月２５日（木）、５月３０日（木）

和知支所  ４月２６日（金）、５月３１日（金）

【問】税務課　電話８２－３８０２

１３日
（月）

２７日
（月）

２９日
（水）

２８日（火）

３０日（木）

３１日（金）

-

-

--

-

-

ペットボトル
紙パック
雑がみ

ダンボール

　 納税は納期限までに済ませましょう。納期限

を過ぎると、督促手数料および延滞金が加算

されます。 なお、未納の税で納期限から一定

期間経過したものは、広域連合「京都地方税

機構」において徴収業務を行います。

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡

といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金

や遺族基礎年金が受けられない場合があります。

　経済的な理由などで国民年金保険料を納付する

ことが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予

となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳

未満）」がありますので、住民登録をしている市（区）

役所・町村役場の国民年金窓口で手続きをしてくだ

さい。申請書は窓口に備え付けてあります。

　平成３１年度分（平成３１年７月分から平成３２年

６月分まで）の免除などの受付は平成３１年７月１日

から開始されます。

　また、申請時点の２年１カ月前の月分までさかの

ぼって申請することができます。

　失業などにより保険料を納付することが経済的に

困難になったものの、申請を忘れていた期間がある

方は、市（区）役所・町村役場の国民年金窓口また

は年金事務所へ相談してください。

【問】日本年金機構　京都西年金事務所

　　　電話０７５－３１５－１８２９

国民年金保険料免除などの
申請について

国民年金保険料は納付期限ま
でに納めましょう

　平成３１年４月分から平成３２年３月分まで国民年

金保険料は、月額１６，４１０円です。保険料は、日

本年金機構から送付される納付書により、金融機

関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができ

ます。また、クレジットカードによる納付やインターネッ

トなどを利用しての納付、そして便利でお得な口座

振替もあります。

　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限

までに納めていただけない方に対して、電話、文書、

訪問により早期に納めていただくよう案内を行っています。

　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによ

って督促を行い、指定された期限までに納付が無い

場合は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義

務のある方の財産が差し押さえられることがあります

ので、早めの納付をお願いします。

　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、

保険料が免除・猶予される制度がありますので、

市（区）役所・町村役場の国民年金窓口へ相談する

ようお願いします。

※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する

義務を負う配偶者および世帯主です。

【問】 日本年金機構　京都西年金事務所

　　　 電話０７５－３１５－１８２９

国民年金保険料の産前産後期間
の免除制度について

 次世代育成支援の観点より、国民年金第１号被保

険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年

金保険料が申請により免除されます。免除された期

間は保険料を納付した場合と同様に、老齢基礎年

金の受給額に反映されます。

◆対象となる方

 国民年金第１号被保険者（自営業者、学生、フリー

ターなど）で、出産日が平成３１年２月１日以降の方

◆保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から４

カ月間（多胎妊娠の場合は、出産予定日または出

産日が属する月の３カ月前から６カ月間）

※出産とは、妊娠８５日（４カ月）以上の出産をいい、

死産、流産、早産を含みます。

◆申請時期　出産予定日の６カ月前から

◆申請先　　 役場住民課または各支所

                ＊申請書は窓口に備え付けてあります

◆手続きに必要な物

　・年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類

　・印鑑（認印可）

　・本人確認ができる書類（運転免許証、ﾊﾟｽﾎﾟー ﾄなど）

　・母子健康手帳（出産前に申請する場合）

　※その他、被保険者と子が別世帯の場合は、出生

　証明書など出産日および親子関係を明らかにする

　書類が必要

【問】日本年金機構　京都西年金事務所

　　　電話０７５－３１５－１８２９　
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町立医療施設の敷地内は全面禁煙です。ご理解とご協力をお願いします。

都合により担当医師が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

医　　師

内科
（夜間診察）

外科・整形外科
（午前）

内科（午前）

垣田秀治

金下峻也

礒田　有

垣田秀治垣田秀治 木田　節

横井大祐

田中武兵

細見泰生
林　靖彦

前田武昌 前田武昌吉村了勇担当医 担当医

小原将人小藤和孝

浦田貴代 田中誠治多加喜　望一瀬栄佑
第２・第４土曜日

岡本賢治
（府立医大）

皮膚科

大狩慶治・第1木曜
貫野　 賢・第３木曜

（福知山市民）
（15：00－16：30）

（肛門科）＝外科担当医

（13：00－15：30）

石川雅裕
毎月第２火曜日

（13：30－15：30）

前田武昌 佐藤秀一郎

吉岡賢一 田中武兵 花谷望都子 佐川里紗

庄林　智
（外科一般）

乾　堅太郎
（明治国際/整形外科）

（9:30-）

歯科 担当医三浦博人 三浦博人
濵岡秀樹

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

一般外来

予約診察（午前）

予約診察
（午後）

外科

整形外科

小児科

小児科予防接種
＊予約制

皮膚科　第１・３木曜日

肛門科　第３月曜日

精神神経科（物忘れ外来）
（第２火曜日・第２土曜日）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

前田武昌
（外科一般）

○診察受付時間は、午前８時３０分～１１時３０分

　　(受付順番表は午前７時から記入できます）

○診察時間は、午前９時～

　　(金曜日の整形外科は午前９時３０分から。内科外来は午前１０時から診察です）

○毎週月曜日（祝日を除く）の夜間診察（内科）の受付時間：午後３時～６時３０分

○診察時間：午前９時～正午／午後１時～４時３０分

○予約での診察になりますので、事前に電話連絡をお願いします。

　　（急患の場合も含む）

○診察日は、毎週火曜日と木曜日の午後です。

○受付時間：午後１時～３時３０分　　○診察時間：午後１時３０分～４時

○受付時間：（初診）午前８時３０分～１１時３０分、（再診）午前７時～１１時３０分　

○診察時間：午前９時～（午後の内科予約診察、皮膚科、肛門科、第２火曜日の精神神経科は以下のとおり）

○内科予約診察（午後）　診察時間：午後１時～

○皮膚科（第１・第３木曜日）　受付時間：午後１時～３時３０分　診察時間：午後３時～

○肛門科診療は、原則として電話予約となります。

○精神神経科（物忘れ外来）（第２火曜日）　受付時間：午後１時～２時３０分　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診察時間：午後１時３０分～

○小児科予防接種（予約制）　診察時間：木曜日（午後１時～）、土曜日（午前１０時～１１時）

○急患の場合、必ず事前の連絡をお願いします。

長田浩明

垣田秀治

林  靖彦
田中武兵

高井あかり

岡本賢治
（府立医大）

　（10：00-11：00）

星野　温

院長：垣田秀治電話８６－０２２０
電話８６－０５８６ 所長：前田武昌

所長：庄林　智電話８４－１１１２

田中誠治
（府立医大）

（13：00-15：00）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

電話８４－１１５４　所長：三浦博人【国保京丹波町病院和知歯科診療所】

濵岡秀樹 担当医 担当医

（糖尿病・代謝）

◆実施窓口　　 本庁住民課および各支所

◆窓口開設日

　本庁　　　　　　４月２６日（金）

　瑞穂支所　　　４月２５日（木）　

　和知支所　　　４月２６日（金）

◆開設時間　　　午後５時１５分～８時

※夜間納付窓口と同日時に開設します。

◆発行可能な証明書

　住民票、住民票記載事項証明書（手書き分の証

明は不可）、印鑑登録証明書

※広域交付住民票、戸籍関係、税関係の証明書な

　どは発行できません。

※印鑑登録、転入・転出などの住民異動届、保険　

　の届出などはできません。

町ホームページにも掲載しています。

不明な点は住民課まで問い合わせてください。

【問】住民課　電話８２ー３８０３　

証明書交付夜間窓口を開設して
います

診療科（診察時間）

内

科

（内科一般）

（府立医大／循環器） （第一赤十字病院） （府立医大北部医療
　　センター/総合診療）

（府立医大/
　　　　内分泌・免疫）

吉岡賢一
（内科一般）

第２土曜日

田中武兵
（内科一般）

第４土曜日

（糖尿病・代謝）

吉岡賢一
（内科一般）

（糖尿病・代謝） （府立医大/膠原病） （糖尿病・代謝）

（内科一般）

安田剛士
（消化器）15：00-

（循環器）
（府立医大/

　　　　内分泌・免疫）

（消化器） （消化器）

（府立医大）（明治国際医大）

（府立医大） （府立医大） （府立医大） （府立医大） （府立医大）

石川雅裕
毎月第２土曜日

（9：00－）

（内科一般）

（内科一般） （内科一般） （府立医大/内分泌）

　学生・一般求職者の方を対象に、福祉職場就職

フェア実行委員会主催の「ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア」（

福祉関連合同就職説明会）を下記のとおり開催しま

す。

　福祉職場に興味のある方はぜひお越しください。

◆日　 時　　５月１２日（日）午後０時３０分～４時３０分

◆会　 場　　みやこめっせ（京都市勧業館）１階

＊地下鉄「東山駅」より徒歩約８分

◆内容など　

＊就活応援セミナー　午後０時３０分～

　福祉業界の動向や先輩職員が語る就活体験談な

ど、就職活動に役立つセミナーを開催します。

＊合同就職説明会　午後１時３０分～

　出展法人ブースで、人事担当者や先輩職員から

具体的な話しを聞くことができます。

＊出展法人

　京都府全域の介護・福祉事業所　約１２５法人

※予約は不要で、入場は無料です。

※出展法人は全て「きょうと福祉人材育成認証制

度」の上位認証事業所・認証事業所・宣言事業所です。

◆対　 象

　学生の方（２０２０年３月卒業予定者など）・一般求職

者の方／福祉・医療系有資格者など／無資格・未経

験の方／大学１年生～３年生の方の業界研究を目的

とした来場も大歓迎です。

※詳しくは、下記へ問い合わせてください。

【問】福祉職場就職フェア実行委員会

　（事務局：社会福祉法人京都府社会福祉協議会）

　電話０７５－２５２－６２９７

　　（平日午前９時～午後５時）

「ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア」開催の
ご案内

京丹波町介護福祉士育成修学資
金貸与制度のご案内

　本町の地域福祉の充実に必要な介護人材の育成

と確保を図るため、介護福祉士を目指し修学される

方で、卒業後、京丹波町内の福祉施設（事業所）で

介護福祉士として介護などの業務に従事する意思

がある方を対象に、養成施設などの修学に必要な

資金をお貸しします。

◆対象者

　平成３１年度以後に養成施設などに入学される人で、

次のいずれにも該当する人

・養成施設などに在学している人または入学すること

が決定している人

・養成施設などを卒業した日から１年を経過する日

までに、京丹波町内で介護福祉士として介護などの

業務に従事する意思がある人

◆貸与額および対象経費など

・貸与額　１学年につき１００万円まで（２学年分まで）

・貸付利息　無利息

・対象経費など　養成施設などの入学金および授業料

（実習費を含む）の合計の範囲内の額

◆申請期限

　修学資金の対象となる年度（学年）の１２月末まで

に申請してください。

◆申請手続き

・貸与の申請にあたっては、連帯保証人１名が必要です。

・申請される方は、下記の申請書および必要書類を

提出してください。

①京丹波町介護福祉士育成修学資金貸与申請書

②養成施設などに在学している人は在学証明書ま

たは入学することが決定している人は入学手続きが

完了していることを証する書類

③本人および連帯保証人の住民票（本籍の記載が

あるもの）の写し

④本人および連帯保証人の印鑑登録証明書

⑤修学資金（入学金・授業料など）の年額が証明で

きる書類

◆返還の免除

　卒業後、１年以内に京丹波町内の福祉施設（事

業所）で職員として雇用され、引き続き３年間、介護

　平成３１年４月１日発行分から印鑑登録証明書の

性別欄を廃止しました。また、住民票記載事項証

明書については、性別の記載を選択できるようにし

ました。

◆印鑑登録証明書

　性別欄を廃止

◆住民票記載事項証明書

　通常は性別を記載。申し出のあった場合に「省略」

と記載します。

【問】住民課　電話８２ー３８０３

印鑑登録証明書および住民票記載
事項証明書の性別記載について

福祉士として従事された場合は、修学資金の返還

を免除します。

※申請には、定員やその他にも条件などがあります

ので、詳しくは下記へお問い合わせください。

【問】　保健福祉課　電話　８６－１８００

平成３１年度町立医療施設の診療体制について

（内科一般/第２火曜日休診）
田中武兵
（内科一般）

（府立医大/内分泌）

（10：00-）

担当医
（17：30～終了時）

吉岡賢一
（一般内科）
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ご利用ください～住宅に関する補助金制度～

太陽光発電システムおよび
蓄電設備に対する補助金

　環境負荷の少ない自然エネルギーの有効利用を

促進するため、個人住宅に太陽光発電システムおよ

び蓄電設備を設置される方を対象に、費用の一部を

補助します。

本年度から補助金額などに変更があります。太陽光

発電システムおよび蓄電設備の設置を検討の方は

必ず住民課に確認してください。

住宅用太陽光発電システム設置費補助金

　※事前申請です。必ず着工前に申請を行い、交付

　　 決定を受けてから着工してください。

◆対象者

　町内に住所があり、自らが居住する町内の住宅に

新たに対象となる住宅用太陽光発電システムを設

置する方で、町税や水道料金など、公共料金を完納

している方。　※同一の住宅について１回限り

◆対象設備

①住宅の屋根などへの設置に適した太陽電池による

発電設備であって、低圧配電線と逆潮流有りで連係

したもの。

②太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開

閉器、インバータ、保護装置などで構成されたもの。

③太陽電池の最大出力（対象システムを構成する

太陽電池モジュールの公称最大出力）の合計値（Ｋ

Ｗ）が１０ＫＷ未満のもの。

④未使用のもの。（中古品は対象外）

⑤電力会社と電力受給契約を締結している方。

◆補助金額

　補助金の交付額は、出力１ＫＷ当り１万円に対象

システムの最大出力を乗じて得た額（千円未満の端

数切捨て）　上限額４万円

　　家庭向け自立型再生可能エネルギー導入
　　事業費補助金

※住宅用太陽光発電システム設置費補助金の対
象設備を設置された方で、同時に蓄電設備を設置
する方に対して上乗せの補助金です。
※本年度から事前申請に変更しております。また、
受付期限を設定しています。

◆対象者

　住宅用太陽光発電システム設置費補助金の対象

設備を設置された方で、さらに１ＫＷｈ以上の蓄電設

備を同時に設置する方

◆対象設備と補助金額

①太陽光発電システム

　対象：住宅用太陽光発電システム設置費補助金　

　　　　　の要件を満たすもの

　交付額：出力１ＫＷ当り１万円に対象システムの最

　　　　　大出力を乗じて得た額（千円未満の端数切

　　　　　捨て）　上限額４万円

②蓄電設備

　対象：太陽光発電システムと常時接続し、太陽光

　　　　　発電システムが発電する電力を充放電でき

　　　　　るもの。／蓄電池は、日本工業規格または　

　　　　　一般社団法人電池工業会規格に準拠して　

　　　　　いるもの。／補助対象設備を構成する蓄電

　　　　　池の蓄電容量の合計が、１ＫＷｈ以上のもの。

 交付額：蓄電容量に１ＫＷｈ当たり３万円を乗じて得

　　　　　た額（千円未満の端数切捨て）上限額１８万円

 申請受付期限：１２月２５日（水）

※年度内であっても予算額を超える申請があった場

　合は、受付を終了することがあります。

※住宅用太陽光発電システム設置費補助金および

　家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費

　補助金を併せて受けられる場合の補助金の最大　

　額は、２６万円です。

【問】住民課　電話８２－３８０３

　要介護状態になるおそれのある高齢の方が、自宅

で生活しやすくし、転倒事故を防止するための住宅

改修費用を補助します。工事着工前に申請する必

要がありますので注意してください。

◆対象工事

手すりの取り付け／段差の解消／滑り防止と移動を

円滑にするための床材変更／引き戸などへの扉の

取り替え／洋式便器への取り替え／その他改修に伴

い必要となる工事

◆対象者（①～③すべてに該当する方）

①町内に住所がある６５歳以上の在宅の方

②前年度住民税が非課税の世帯に属する方

③要介護認定または要支援認定を受けていないが、

近い将来認定を受ける必要がある方

◆補助金額　

　改修費用の３分の２。上限額は１６万円（ただし、予

算範囲内での交付）

※他にも条件がありますので、下記まで相談してくだ　

　さい。

【問】保健福祉課　電話８６－１８００

介護予防安心住まい推進事業
について

　地震に強いまちづくりを推進することを目的に、町内

にある木造住宅の耐震診断の実施や耐震改修、耐

震シェルターを設置する方を対象に補助金を交付し

ます。

木造住宅耐震診断士派遣事業

　「京都府木造住宅耐震診断士」を市町村が派遣し

て耐震診断などを行います。交通費相当分の３，００

０円の負担が必要です。

※京都府木造住宅耐震診断士名簿に登録されてい

る診断士が実施します。

◆対象住宅

　・昭和５６年５月３１日以前に着工したもの

　・木造住宅で、延べ床面積の２分の１以上を住宅　

　　として使用しているもの

　・自己診断の結果、倒壊などの危険性が高いもの

木造住宅耐震改修等事業費補助

　木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事および

耐震シェルター設置に要する費用の一部を補助しま

す。

◆対象住宅

　・昭和５６年５月３１日以前に着工したもの

　・木造住宅で、延べ床面積の２分の１以上を住宅　

　　として使用しているもの

【１】耐震改修

　①耐震診断結果が1.0未満のものを改修後1.0以　

　　上に向上させるもの

　②当分の間「改修後0.7以上に向上させるもの（1階

　　を除く部分の評点を低下させずに、1階部分の評

　　点を0.7以上に向上させるものを含む）」も対象に

　　しています。（ただし、改修後の評点1.0以上を条

　　件としている「耐震改修促進税制（所得税、固定

　　資産税）による減税」や「地震保険料の割引」は　

　　受けることができませんので注意してください。）

◆補助金額

　改修設計および工事に要する費用の５分の４以内

の金額で上限１００万円。

土木建築課から住宅改修など
の補助金について

【２】簡易改修

　耐震診断結果が1.0未満の住宅の屋根を軽量化す

ることなど簡易な改修の方法により耐震性を向上さる

もの

◆補助金額　

　工事費の５分の４の金額で上限４０万円。

【３】耐震シェルターの設置

　住宅が倒壊しても居室内の安全性を確保するもの

◆補助金額

　工事費の４分の３の金額で上限３０万円。

※補助対象となる耐震シェルターが定められています。

不明な点は土木建築課まで問い合わせてください。

住宅改修補助金

　本町では、住宅改修の推進を図り、町内商工業者

の活性化に資するため、住宅改修工事費用に対して

補助金を交付する制度を実施しています。

  なお、本制度については３カ年を一区切りとして実

施しており、本年度はその区切りの年度となります。

※住宅の新築工事は制度の対象となりません。

◆対象者　

　本町に住所があり、以下のすべてに該当する方

　①町内に建築された住居の所有者またはこれに準

　　ずる方

　②本町に本社または本店を有する事業者で、下記

　　の補助対象工事を正業としている事業者に工事

　　を依頼する方

　③町税などの滞納のない世帯に属している方

◆対象工事

　下記のすべてに該当することが条件となります

　①対象者が自ら居住する主たる住宅の改修工事で、

　　次に掲げる工事が対象となります

　

②工事費１０万円以上の工事。ただし、同一住宅で　

　２回目の申請は受付けません。

　③交付決定を受けた年度の３月１日までに完了す

　　る工事。

　④京丹波町住宅用太陽光発電システム設置費補

　助金（屋根工事は除く）、介護保険居宅介護住宅　

　改修費および居宅支援住宅改修費を受ける住宅　

　以外とします。

◆補助金額

　原則として、工事費の１０％以内で、１０万円を補助

金限度額としますが、その年度の予算の範囲内で交

付することを条件とします。

【問】土木建築課　電話８２－３８０６

耐久性向上

改修工事

環境に配慮した

改修工事

バリアフリー化

改修工事

ヒートショックを軽減

する改修工事

屋根工事、外壁工事、床工事(軽

量畳への取替え含む)、土台の取

替え又は補修工事

ホルムアルデヒドなどの化学物質

を使用しない内装材への張替工

事、断熱材使用による省エネルギ

ー化改修工事、内窓設置工事

(二重サッシ及び複層ガラスへの

変更含む)、下水道施設に接続す

るための屋内排水設備工事、オ

ール電化工事、電気給湯器及び

ヒートポンプ式給湯器設置工事

段差の解消、手すりの設置、和式

便器から洋式便器への取替工事、

引き戸などへの扉改修工事

暖房設備工事(浴室、脱衣所、ト

イレに限る)
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スポーツ事業

【５月のレディーススポーツデー】

日　 時：５月８日、１５日、２２日、２９日(各水曜日)

　　　　　午前９時３０分～１１時３０分

場　 所：体育館

対象者：１８歳以上女性の方　

参加料：３００円

内　 容：健康体操、軽スポーツ

申込み：当日受付

その他：保育ルームあり（無料/要予約）

【ツリークライミング教室】

日　 時：５月５日（日・祝）午前１０時～午後３時頃

　　　　　※体験時間は約６０分

場　 所：こどもの広場

内　 容：専用のロープを使って大きな木に登ります。

対象者：小学生・中学生

参加料：１,０００円

定 　員：８０人

申込み：５月５日まで

【５月のエンジョイテニス（夜の部）】

日時：５月６日、２０日（各月曜日）午後６時～９時

場所：テニスコート

対象者：１８歳以上の方

参加料：４００円　

申込み：当日受付

【５月のスポーツを楽しむ日】

日　 時：５月１４日（火）午後６時～９時

場　 所：体育館

対象者：どなたでも

参加料：４００円　

内 　容：バドミントン・卓球・テニスなど

申込み：当日受付

【５月の障がい者スポーツのつどい】

日　 時：５月１４日（火）午後１時３０分～３時３０分

場　 所：体育館

内 　容：卓球バレー、フライングディスク競技など

対象者：障がいのある方、介護者およびその家族

参加料：無料

申込み：当日受付

【５月の太極拳教室】

日　 時：５月１０日、２４日（各金曜日）午後２時～４時

場　 所：体育館

内　 容：太極拳の基礎を学ぶ

対象者：どなたでも

参加料：５００円

申込み：当日受付

【５月のグラウンド・ゴルフのつどい】

日 　時：５月１０日（月例大会）、２４日、３１日

　　　　　　（各金曜日）午前９時～１１時４５分

場　 所：球技場

対象者：どなたでも

内　 容：グラウンド・ゴルフを楽しむ（芝コースを含む３コート）

参加料：３００円

申込み：当日受付

その他：月例大会が雨で中止の場合は翌週に変更。

【テニス教室１期（昼の部）】

日　 時：５月８日～７月３日の毎週水曜日（全８回）

　　　　　　午後１時３０分～３時３０分※５月２９日除く

場　 所：テニスコート（雨天時体育館）

対象者：１８歳以上の方（初心者・初級者対象）

参加料 ：５,０００円

定　 員：５０人

申込み：５月８日まで

その他：保育ルームあり（無料・要予約）

【テニス教室１期　（夜の部）】

日 　時：６月３日～７月２２日の毎週月曜日（全８回）

　　　　　午後７時～９時

場　 所：テニスコート（雨天時体育館）

対象者：１８歳以上の方（初心者・初級者対象）

各種スポーツ・体験教室の
のご案内 丹波自然運動公園

スポーツ・文化
参加料 ：６,０００円

定 　員：２０人

申込み：５月３日～６月３日

【第４９回　グラウンド・ゴルフ大会】

日　 時：５月１７日（金）午前９時～

場　 所：陸上競技場・補助競技場

対象者：どなたでも

定　 員：３８４人

参加料：１,５００円（お弁当・お茶付）

申込み：４月１７日（日）午前９時～ＦＡＸ、メール、は

がきで受付（団体申込可）

【第１９回ゲートボール大会】

日 　時：６月４日（火）午前９時～

場 　所：陸上競技場

対象者：どなたでも

定　 員：３２チーム

参加料：２,０００円（1チーム）

申込み：５月４日～５月２８日

自然文化事業

【ガーデニング教室】

日 　時：６月２日（日）午後２時～

場 　所：公園旧宿泊所会議室

内　 容：初夏にむけての寄せ植えを楽しもう

対象者：どなたでも

参加費：２，５００円

定 　員：３０人

申込み：５月２日～５月２９日

【天文教室】

日　 時：６月８日（土）午後７時～９時頃

場　 所：丹波天文館（公園内）

内　 容：月・木星・春の星座などを観望

対象者：小学生以上（小・中学生は保護者同伴）

参加料：３００円

定 　員：５０人

申込み：５月８日～６月７日

イベント

【丹波ちびっこまつり】

日 　時：５月５日（日・祝）午前１０時～午後３時頃

場 　所：こどもの広場、体育館周辺

内　 容：約１万匹の金魚つかみどりや楽しいステージ

　　　　　コーナー、ロードトレインやクラフトコーナーな

　　　　　ど、おもしろいこと盛りだくさん！

【あっぱれたんぼ　田植えイベント】

日　 時：５月１９日（日）午前８時３０分～正午頃

場　 所：公園南駐車場および公園周辺の農地

内　 容：田んぼをキャンバスに数種類の色の違う苗

     　    を植えて、絵を描く田んぼアートの田植えイベ

        　 ントです。

参加料：無料

申込み：４月１９日～５月１８日

　　　　　＊当日参加も可能

【申込方法】

　はがき、ＦＡＸ、メールで住所・氏名（ふりがな）・年

齢・電話番号・希望の事業名を記入のうえ、お申込

みください。

【問】（公財）京都府立丹波自然運動公園協力会

　　　電話８２-１０４５　　ＦＡＸ８２-０４８０

      Eメール　 kouen@kyoto-tanbapark.or.jp

　　　公園ホームページ

　　　　　　　　　http://www.kyoto-tanbapark.or.jp/

　京都府では、府内の母子家庭の福祉を増進するた

め、養育や教育経費について、奨学金を支給しています。

◆対象児童と支給額（１人あたり年額）

　乳幼児１１，０００円／小学生２１，５００円

　中学生４３，０００円／高校生６４，０００円

　高等学校入学支度金３５，０００円

◆申込方法

　母子家庭奨学金等支給申請書に必要事項を記入

・押印し、保健福祉課または地域保健福祉係まで提

出してください。

＊ひとり親家庭福祉推進員または民生児童委員の証

明が必要です。

＊高校生は、在学証明書が必要です。

◆申込期限

　１年間分の支給は申請期限が５月３１日（金）です。

　６月１日以降の申請または年度途中に母子家庭に

なったときは、申請月の翌月から月割り支給となります。

◆その他

　京都府奨学のための給付金が支給される方の母子

家庭奨学金は、給付金との差額が支給されます。

【問】　保健福祉課　　　　　　　電話８６－１８００

　　　　丹波地域保健福祉係　電話８２－１８００

　　　　和知地域保健福祉係　電話８４－００４９

平成３１年度母子家庭奨学金
支給事業について

　舞鶴海上保安部からのお願い

　　　

   【問】舞鶴海上保安部　電話０７７３－７６－４１２０

　暖かくなり潮風が心地よい季節となりました。毎年

春先からマリンレジャーが活発になる傾向があり、そ

れに伴い海での事故が増える傾向にあります。海で

の事故を防ぐために、疲れているときや飲酒したとき

は、絶対に海に入らないでください。

　また、プレジャーボートで遊ぶ方は、出港前に「気象・

海象の確認」「機関の点検」を確実に行い、「ライフジ

ャケットを着用」してください。

　そして、事故が発生した時や事故を発見した時は、

迷わず・素早く「１１８番」へ

　道の駅「和」道路情報センター「伝統芸能常設館」
の定期公演などをご案内します。
◆定期公演・発表会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　４月２７日（土）開演　午後１時３０分
　　【伝統芸能】　和知太鼓保存会
　　【文化サークル】　なみすい～京丹波吹奏楽団～
　５月２５日（土）開演　午後１時３０分
　　【伝統芸能】　和知人形浄瑠璃
　　【文化サークル】　丹波音頭愛好会
　　　　　　　　　　　　　なみすい～京丹波吹奏楽団～
◆展示コーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　４月　自然愛好会　　　写真展
　５月　林　正武　　　　  写真展
【問】道の駅「和」道路情報センター電話８４－１５２２

　　　　　生ごみ堆肥化処理機器の購入助成

　ごみの減量化を促進するため、生ごみ堆肥化処理

機器などの購入に助成金を交付しています。　　

　○生ごみ堆肥化処理機（家庭電気製品）

　　助成上限　１０，０００円／１台（１世帯１台以内）

　○生ごみ堆肥化容器（コンポスト）

　　助成上限　　２，０００円／１基（１世帯２基以内）

　　※１世帯上限は２基で４，０００円

　・購入後６か月以内に申請してください。

　・２回目以降は、前回の助成金交付から５年を経過

　　した後でなければ対象になりません。

　　　　資源ごみ集団回収事業報奨金の交付

　資源ごみの有効利用を促進するため、資源ごみの集団

回収を自主的に実施する団体に報奨金を交付します。

　○対象団体

　　地域住民により構成された団体（区、自治会含む）

　　※営利を目的とする団体は対象外です。

　○対象品目

　　・古紙（新聞紙、雑誌、ダンボール、紙パック）

　　・古布

○報奨金

　　対象品目について１ｋｇあたり５円以内（業者買取

　　額を控除した額）

　　※業者買取額が５円以上の場合は、報奨金の対

　　　象になりませんので、ご了承ください。

【問】　住民課　電話８２ー３８０３

生ごみ堆肥化処理機器の購入
助成・資源ごみ集団回収事業報
奨金について
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広　告

　京都府家庭支援総合センターによる身体障害者

巡回更生相談が開催されます。今回は整形外科の

医療相談・補装具相談です。

　なお、身体障害者手帳をお持ちでない方も相談を

受けていただけますが、手帳の申請のための診断は

できませんので注意してください。

◆日　 時　 ６月４日（火）午前９時４５分～１０時５５分

◆場　 所　 南丹市園部公民館

◆内 　容　 整形外科医療相談・補装具相談

◆申込期限　５月２８日（火）　＊予約制

【問】

　保健福祉課　　　　　　　電話８６－１８００

　丹波地域保健福祉係　電話８２－１８００

　和知地域保健福祉係　電話８４－００４９

身体障害者巡回更生相談につ
いて

相　　談

　京都府南丹保健所では、生活困窮者の方々の支援

として、生活の自立や就労に向けた相談窓口を設置し

ています。相談窓口では、支援員があなたのお困りの

状況をお聞きします。一人で悩まずに、まずはお気軽

に電話などで相談してください。一人ひとりの状況に合

った支援の方法を一緒に考え、問題解決のお手伝い

をします。

　面談を希望の場合は、緊急を除き予約となります。

◆開設期間

　月曜日～金曜日（祝日および年末年始を除きます）

　①午前９時～正午、②午後１時～午後４時３０分

◆対　　　象

　本町在住の方で、失業や家庭の事情などにより生活

に困っている方で、生活の立て直しを希望される方（生

活保護の方は対象となりません）

◆支援内容

○相談者本人の置かれている状況を確認しながら、

本人の意向に沿った自立に向けて「支援計画」を作成

します。

○支援プランに基づいた、「生活習慣の改善」、「就労

に必要な社会的な基礎能力の習得」、「就労体験」な

どの支援を進めます。

※注　金銭の給付はありません。

【相談窓口・予約先】

　南丹保健所福祉室「くらしとしごとの相談窓口」

　　電話０７７１－６２－０３６３

「あなたのくらしとしごとの相談
窓口」のご案内

５月
自然との共生を感じる森

わち山野草の森のご案内

【催し】

◆春の山野草展　　　４月２７日(土)～５月６日(月)

◆野の花めぐり　　５月５日(日)１０：３０～/１３：００～

◆ｻﾎﾞﾃﾝ・多肉植物展示即売５月９日（木）～１２日（日）

◆セッコクと山野草展示即売５月１８日（土）～２６日(日)

◆初夏の山野草展　５月３０日(木)～６月２日(日)

【園内見ごろ情報】

　カキツバタ・キンポウゲ・シラン・スミレ・ウツギ・チョウ

ジソウ・フジ・ムサシアブミ・ツツジ・スズランなど

【山野草の紹介】

　カラタネオガタマ
　モクレン科の植物

で、江戸時代中期

に渡来してきた常

緑の木です。バナ

ナのような香りがす

る花が５～６月に

咲きます。暖地の

植物のようですが、

園内でも毎年花を咲かせてくれています。

　緑の気持ちの良い時期です。散策に来られませんか。

【施設の概要】

開園時間　午前９時～午後５時

　　　　　　　　　（入園は午後４時まで）

休 園 日　　毎週火曜日（ゴールデンウィーク中は無休）

入 園 料　　大人３１０円、子ども２１０円

※花苗・山野草苗の販売、寄せ植え・苔玉などの体

　験教室もできます。（体験教室は要予約）

※管理棟および温室は入場無料です。

【問】わち山野草の森事務局　電話８４-２０４１

結婚相談センター「みのり会」

認定仲人士　加藤　明 （元教員）

○男女共に入会金・月々の会費等無料！

○コースは２コース

　 成婚コース・お付き合いコース

○詳細や資料請求は…　みのり会　で検索！
○事務所　京丹波町実勢折戸１-１３

電話（８２）２６２１　　　　　

 携帯０８０-１４７４-３８４３

試験・募集

自衛隊幹部候補生などの募集
と説明会のご案内

平成３１年度京丹波町育英生の
募集について

　勉学に対する意思が強い学生・生徒であって、経

済的な理由で修学が困難な方に対し、学資の支給

など育英上必要な措置を行い、有能な人材を育成

することを目的に京丹波町育英生を募集します。

◆育英生の資格（すべてに該当する方）

（１）本町に住民登録がある方（就学により、他の市

町村に住民登録した方を含む）であって、育英生の

保護者が住民登録をし、申請日を基準として過去１

年以上、住んでいる方。

（２）勉学に対する意志が強い方。

（３）学資の支出が困難と認められる方。（前年収入

　　額が生活保護基準の２倍以内であること）

（４）次のいずれかの学校に在学している方。

　国公私立高等学校／国公私立大学／看護また

は保健師専門学校／農業または林業大学校／そ

の他評議員会において、前述に準ずると認める学校

◆育英生の決定と支給額

　育英生の決定は、京丹波町育英基金条例施行規

則に基づき予算の範囲内において、京丹波町育英

資金評議員会で審査のうえ決定します。支給額は、

支給金額基準に基づき支給します。

◆必要書類・出願手続

　（１）育英生願書（様式第１号）　

　（２）住民票（育英生および保護者世帯分）

　（３）申請人などの課税証明に係る委任状　

　（４）在学証明書（在学している学校長の証明書）

　（５）学業成績証明書（証明書を厳封のうえ提出）

◆願書の受付と期間

　受付場所：教育委員会、丹波分室、瑞穂分室

　受付期間：５月１日（水）～３１日（金）

　　　　　　　　＊土曜・日曜・祝日を除く

　受付時間：午前９時～午後５時

◆その他

※一世帯の複数同時給付については、２人目以降

　は半額給付となります。

※昨年度に引き続き出願される場合も、必要書類を

　提出してください。

※８月中旬に育英生を決定し、８月下旬に申請者全

　員へ結果を通知します。

【問】教育委員会　学校教育課　電話８４－００２８

　京丹波町母子寡婦福祉会主催で国宝姫路城の訪

問とかまぼこ作り体験を開催します。見学や手作り体

験を通して、親子で楽しい時間を過ごしてみませんか。

◆日　　　時：６月８日（土）

◆募集人数：２７人（申込多数の場合は抽選）

◆参加対象：本町にお住まいの母子・父子家庭の　　

　　　　　　　　親子、寡婦の方

◆参加費用：大人3,500円、中学生3,000円、　　　　

　　　　　　　　小学生2,500円、小学生以下2,000円

※京丹波町母子寡婦福祉会員には参加費用の補助

があります。

◆申込方法：申込書を京丹波町母子寡婦福祉会役

　員または保健福祉課、各地域保健福祉係へ提出し

　てください。

◆申込締切：５月１７日（金）

※時間など詳細は申込終了後、別途お知らせします。

【問】　保健福祉課　　　　　　　電話８６ー１８００

　　　　丹波地域保健福祉係　電話８２ー１８００　　

　　　　和知地域保健福祉係　電話８４ー００４９

ひとり親家庭いきいきふれあい事業
の募集について

　◆募集種目と受験資格

幹部候補生・一般（大卒程度）

　…２２歳以上２６歳未満の者。２０歳以上２２歳未　

　 満の者は大卒（見込含）、修士課程修了者など　

　　（見込含）は２８歳未満の者。

幹部候補生・一般（院卒者）

　…修士課程修了者など（見込含）で２０歳以上２８

　　 歳未満の者。

一般曹候補生（第１回）

  …１８歳以上３３歳未満の者（※２０２０年３月に高　

　等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予　　

定者の受付は第２回のみです）

◆受付締切

　幹部候補生…５月１日（水）

　一般曹候補生（第１回）…５月１５日（水）

◆第１次試験期日

幹部候補生…５月１１日（土）・１２日（日）

　一般曹候補生（第１回）…５月２５日（土）

　説明会のご案内

自衛官の仕事や生活、採用種目について説明します。

◆日時場所　　

　　４月２７日（土）　ガレリアかめおか（２階和室）

　　５月　３日（金）　亀岡募集案内所　 　　　　　 　　　

いずれも午前１０時～・午後１時～・午後４時～

◆対　 象　　

 学生、一般、保護者の方など、どなたでも参加いた      

だけます。

◆その他

 　予約不要、履歴書不要、入退場自由、服装自由

【問】防衛省自衛隊　京都地方協力本部　

　　　亀岡募集案内所

　　　亀岡市古世町西内坪３４－２６

　　　電話０７７１－２４－４１７０

　　　京都地方協力本部ホームページ

　　　　「自衛隊 京都」で検索



日(Sun) 木(Thu)水(Wed)月(Mon) 火(Tue) 金(Fri) 土(Sat)

リフレッシュ体操教室
13：30～健康管理セ

リフレッシュ体操教室
13：30～健康管理セ

リフレッシュ体操教室
13：30～健康管理セ

障害者就労支援相談
（要予約） 13:00～

瑞穂保健福祉セ

障害者相談の日
9:00～瑞穂保健福祉セ

障害者相談の日
9:00～和知支所

障害者相談の日

9:00～健康管理セ

乳児後期健診

13:00～
瑞穂保健福祉セ

こころの健康相談
(要予約）9:30～
瑞穂保健福祉セ

２歳児健診
13:00～

瑞穂保健福祉セ

ベビーマッサージ教室

10:00～瑞穂保健福祉セ

こころの健康相談

（要予約）9:30～
瑞穂保健福祉セ

もぐもぐ離乳食教室（前期）
（要予約）9:45～
瑞穂保健福祉セ

３歳児健診

13:00～
瑞穂保健福祉セ

ベビー体操教室

10:00～
瑞穂保健福祉セ

マタニティ・産後ヨガ教室

（要予約）10:00～
瑞穂保健福祉セ
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子 育 て

５月の健康カレンダー

◆すくすく相談（作業療法士）

　相談日：５月１０日（金）午後、２４日（金）午後

◆たんぽぽ相談（臨床心理士）

　相談日：５月２８日（火）午前、調整中

◆いちご相談（言語聴覚士）

　相談日：調整中

※時間はこども未来課にお問い合わせください。

※お子さまのことで気になることなどがありましたら、お

気軽にこども未来課までお問い合わせください。

【問】こども未来課　電話８２－１３９４

５月の発達支援事業

　　（予約制・無料）

くらしの困りごと（旧心配ごと）相
談（法律・人権・行政など）

乳幼児相談
10:00～わちエンジェル

◆くらしの困りごと（人権・行政など）相談

　日　時　　５月１３日（月）午後１時～３時

　場　所　　健康管理センター

◆無料法律相談

　日　時　　５月１３日（月）午後１時～３時３０分

　場　所　　健康管理センター

※相談はいずれも無料です。弁護士法律相談は予　

　約が必要ですので、社会福祉協議会丹波支所へ　

　申し込んでください。

※就労に向けてさまざまな問題を抱え、生活に困窮

　されている方の相談も受け付けています。

【問】京丹波町社会福祉協議会

　　本所　　　　電話８６－１４４０

　　丹波支所　電話８２－０１２６

　　和知支所　電話８４－１８３３

◆子育て支援センター開放日　　　　

　毎週火・水・金曜日　午前９時３０分～午後２時３０分

　場　所：生涯学習センター２階

　　　　　　＊育児相談は随時受け付けています。

◆園庭開放日　

　　毎週火曜日　午前９時３０分～午後２時３０分

【問】上豊田保育所　電話８２－２０５６

◆あおぞら広場

　毎週月･金曜日　午前９時３０分～午後２時３０分

　場　所：瑞穂子育て支援センタールーム

　　　　　　＊育児相談は随時受け付けています。

◆園庭開放日　

 　毎週月曜日 午前９時３０分～午後２時３０分

【問】みずほ保育所　電話８６－０５７４

◆ちびっこの集い　

　毎週水曜日 午前９時３０分～午後２時３０分

　場所：わちエンジェルちびっこルーム

　　　　＊育児相談は随時受け付けています。

◆園庭開放日　

　毎週水曜日　午前９時３０分～午後２時３０分

【問】わちエンジェル 電話８４－１９２０

◆自然公園で遊ぼう

　　日　時：５月９日（木）午前１０時～１１時３０分

　　場　所：丹波自然運動公園

　  持ち物：お茶、タオル

　　服　装：動きやすい服装

　　参加費：無料

　　申込期限：５月７日（火）

◆おやつクッキング

　　日　時：５月２１日（火）午前１０時～１１時３０分

　　場　所：瑞穂保健福祉センター

　  持ち物：お茶、タオル、エプロン、三角巾、マスク

　　参加費：子ども一人１００円

　　申込締切：５月１４日（火）

【問】上豊田保育所　電話８２－２０５６

【問】みずほ保育所　電話８６－０５７４

【問】わちエンジェル　電話８４－１９２０

京丹波町子育て支援センター
交流会（にこにこ広場）

　『がんと診断されて頭が真っ白』、『誰かに話を聞い

てもらいたい』など、がんに関わるさまざまな相談をお

受けする窓口として、京都府南丹保健所で出張相談

を行いますので利用してください。

◆日　 時　　５月２１日（火）、６月１８日（火）

　　　　　　　　いずれも午後１時から３時３０分

◆場　 所　　京都府南丹保健所

◆相談員　　京都府がん総合相談支援センターの保

　　　　　　　　健師または看護師

◆相談料　　無料

◆予　 約　　実施日の前日午後４時までに下記のフ

　　　　　　　　リーダイヤルへお申し込みください。

【問】京都府がん総合相談支援センター

　　　フリーダイヤル　０１２０－０７８－３９４

　　　京都市南区東九条下殿田町４３

　　　　　　　　　　　メルクリオ京都２階

■京都府がん総合相談支援センターでは電話およ

び対面相談を、月～金（祝日・年末年始を除く）の９

時～正午、午後１時～４時に実施していますので、こ

ちらも利用してください。

出張がん個別相談会のお知らせ

総合相談センター「みちしるべ」
―京都司法書士会の法律相談

◆日　 時　　５月１１日、２５日＊いずれも土曜日

　　　　　　　　　午後１時～４時　

◆場　 所　　道の駅「丹波マーケス」

　　　　　　　　　コミュニティホール

◆内　 容　　登記・法律・多重債務の相談（無料）

【問】京都司法書士会総合相談センター

　　　電話０７５－２５５－２５６６


